
高崎市じん臓機能障害者等通院交通費助成金支給要綱

（目的）

第１条 この要綱は、じん臓又は小腸の機能に障害を有する者（以下「じん臓機能障害者

等」という。）が、症状を軽減又は除去する目的で医療機関へ通院する際に要した交通

費（以下「通院交通費」という。）の一部を助成することにより、じん臓機能障害者等

の福祉の増進を図ることを目的とする。

（支給対象者）

第２条 この要綱により通院交通費助成金の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。

（１）住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録さ

れている者

（２）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により、じ

ん臓機能障害又は小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者

（３）じん臓機能障害又は小腸機能障害の症状を軽減又は除去する目的で、じん臓機能障

害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄

養法の医療の給付を受けるために通院する者

（４）当該年度分市町村民税非課税の者

（５）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による医療扶助の移送費等の他の法令等

による通院交通費の給付を受けていない者

（通院交通費）

第３条 助成対象となる通院交通費は、鉄道又は定期路線バス等の交通機関を利用した場

合は、その運賃の額とし、自家用自動車による場合は、１Ｋｍあたり１６円で計算した

額とする。

（助成金の額）

第４条 通院交通費助成金の支給額は、前条の規定により計算した支給の対象となる期間

に係る通院交通費又は次の表の左欄に掲げる通院距離の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に掲げる月額に当該支給の対象となる月数を乗じた額のいずれか少ない額とする。

通院距離（往復） 月  額

２Ｋｍ～２５Ｋｍ未満  ２ ,６００円



２５Ｋｍ～７５Ｋｍ未満  ３ ,２００円

７５Ｋｍ以上  ５ ,２００円

（申請）

第５条 通院交通費助成金の支給を受けようとする者は、高崎市じん臓機能障害者等通院

交通費助成金支給申請書（様式第１号）に通院証明書（様式第２号）を添えて市長に申

請しなければならない。

２ 前項の申請書の提出期日は、４月から９月分までにあっては９月３０日とし、１０月

から翌年３月分までにあっては３月３１日とする。

（決定）

第６条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に関する必要な審査を行

い、支給を可とした場合にあっては当該通院交通費助成金を支給し、支給を否とした場

合にあっては高崎市じん臓機能障害者等通院交通費助成金不支給決定書（様式第３号）

により申請者に通知する。

（支給期月）

第７条 前条の規定より支給を決定した通院交通費助成金については、４月から９月分ま

でにあっては１０月に、１０月から翌年３月分までにあっては４月にそれぞれ支給するも

のとする。

（支給対象者に係る資格の承継）

第８条 通院交通費助成金の支給対象者が第５条の規定による申請前に死亡した場合、当

該支給対象者の死亡日において住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に同一世帯として

記録されていた親族のうち市長が認めた者は、当該支給対象者の資格を承継し、同条の

規定による支給申請を行うことができるものとする。

（通院交通費助成金の返還）

第９条 市長は、通院交通費助成金の支給を受けた者が偽りその他不正な方法により通院

交通費助成金の支給を受けたことが確認された場合は、支給の決定を取り消し、既に支

給した通院交通費助成金について返還を命じることができる。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。



   附 則

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 高崎市じん臓機能障害者通院手当支給要綱（昭和５９年高崎市告示第３７の２号）は、

廃止する。


